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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年８月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 令和元年８月５日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 千葉県南房総市千倉
ち く ら

漁港東方沖 

 千倉港東防波堤灯台から真方位０１３°３６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°５７.６′ 東経１３９°５７.９′）  

事故の概要 漁船大野
お お の

丸は、操業中、転覆した。 

大野丸は、船長が死亡し、船外機の脱落等を生じた。 

事故調査の経過  令和元年８月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者の意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わなか

った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 大野丸、１.６４トン 

 ＣＢ３－８１５９３（漁船登録番号）、個人所有 

 ５.８５ｍ（Lr）×１.７０ｍ×０.７４ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、漁船法馬力数３０、昭和５４年４月５日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７９歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許 登 録 日 昭和５５年２月１２日 

  免許証交付日 平成２７年１０月２６日 

          （令和３年７月８日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船外機に脱落、電気系統に濡損、船体船縁に亀裂（全損） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好  

海象：波向 東、波高 約１.５ｍ、潮汐 上げ潮末期、気温 約２

６℃、水温 約２６℃ 

 日本の南海上を西北西進する台風８号の影響により、千葉県南房総

市には、令和元年８月４日２２時０５分に、波浪注意報が発表され、

本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過 本船は、船長及び同乗者Ａが乗り組み、仕掛けたえび
．．

刺し網９反
たん

を

揚網する目的で、令和元年８月５日０４時４５分ごろ千倉漁港を僚船

２隻（以下「僚船Ａ」及び「僚船Ｂ」という。）と共に出港した。 

本船は、０５時００分ごろ千倉漁港東方沖約１５０ｍの漁場に到着
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し、船長が、船首部中央に配置した操縦ハンドルの船尾側に立ち、適

宜機関と舵を操作しながら船首を東方に向け、同乗者Ａが、船首部左

舷側に設置したネットホーラー（以下「本件ネットホーラー」とい

う。）の船尾側に立ち、本件ネットホーラ－を使用して揚網を開始し

た。 

本船は、０６時３０分ごろ、９反目の刺し網（以下「本件網」とい

う。）を揚網中、本件網が根がかり*1して緊張し、本件ネットホーラー

のドラムの回転が止まって船体が左舷側に傾いた。 

本船は、本件網が緊張した状態のまま波を受けて船体が持ち上げら

れ、左舷側に傾斜が増し、そのまま左舷側に転覆した。 

同乗者Ａは、船長と共に海に投げ出されて沈み、本船の至近に浮か

び上がったとき、本船から約１０ｍ離れたところに肩及び頭部を海面

上に出して浮いている船長を認め、大声で呼び掛けたものの返事がな

かったので、船長に向かって泳ぎ始めた。 

同乗者Ａは、泳いでいる途中、船長の姿を見失い、しばらく探した

ものの見つからず、船長を探すことを断念し、近くの護岸に泳ぎ着い

た。 

僚船Ａ及び僚船Ｂの各船長は、本事故の発生を目撃し、救助の目的

で本船に接近を試みたが、波が高かったので接近を断念して僚船の所

属する漁業協同組合に本事故の発生を報告し、同組合が１１８番通報

した。 

船長は、海上保安庁、警察署、消防署の各職員及び４隻の僚船船長

が現場付近を捜索していたところ、１３時５０分ごろ南房総市瀬戸浜

海水浴場付近を散策中の付近住民により同海水浴場砂浜に漂着してい

るところを発見され、救急車により病院に搬送されたが、死亡が確認

され、死因は溺死の疑いと検案された。 

 本船は、南房総市南千倉海水浴場に打ち上げられた後、陸揚げさ

れ、のち廃船処理された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 海水浴場に打ち上げられた

本船、写真２ 本船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 船長は、約１９年間のえび
．．

刺し網漁の経験があり、出漁前に波浪注

意報が発表されていることを知り、波が高い状況を見て気にしていた

ものの、ふだんから行動をともにしていた僚船Ａ及び僚船Ｂの各船長

がすでに出漁を決めていたので、出港することとした。 

船長は、ふだん１人で操業していたが、本事故当時、波が高かった

ので同乗者Ａを操業の手伝いとして乗船させていた。 

船長及び同乗者Ａは救命胴衣を着用していなかった。 

                             
*1  「根がかり」とは、漁具が海底の岩、根株、サンゴ等の障害物に引っかかってしまうこと。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、南房総市に波浪注意報が発表されている状況下、千倉漁港

東方沖において、本件網を揚網中、船長が、本件網が根がかりして船

体が左舷側に傾いたところに、高波を受けたことから、傾斜が増し、

海水が流入して左舷側に転覆したものと考えられる。 

船長は、溺死の疑いであった。 

 船長は、南房総市に波浪注意報が発表されていることを知ってお

り、また波が高い状況を認めていたものの、ふだんから行動をともに

していた僚船Ａ及び僚船Ｂの各船長がすでに出漁を決めていたことか

ら、出港することとしたものと考えられる。 

原因  本事故は、南房総市に波浪注意報が発表されている状況下、千倉漁

港東方沖において、本船が、本件網を揚網中、船長が、本件網が根が

かりして船体が左舷側に傾いたところに、高波を受けたため、傾斜が

増し、海水が流入して左舷側に転覆したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次

のことが考えられる。 

・船長は、操業中、根がかり等により漁具に過度の緊張が発生した

場合、高波を受けて転覆することもあることから、速やかに漁具

を繰り出す等の対応をとること。 

・小型漁船の船長は、気象及び海象状況に不安を感じた場合、出漁

を控えること。 

・甲板上で操業する者は、常に救命胴衣を着用すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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写真１ 海水浴場に打ち上げられた本船 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本船の損傷状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


